
内部規則の見直しに向けて

【教学面の法令】

憲法

学校教育法 教特法

大学設置基準

国大法人法・地独法・私学法

【経営面の法令】

学則

全学の規則

各学部・学科の規則

各
種
の
法
令
等
に
よ
る
規
定

大
学
の
内
部
規
則

通知等

憲法

法律
（国会で決定）

政令
（内閣で決定）

省令
（大臣が決定）

告示
（大臣が決定）

管理運営
人事・総務
財務・経理

学務、厚生補導
学術・研究

国際交流・社会連携
施設管理
情報公開

施行規則

施行令

学位規則

施行通知・解釈通知、ガイドライン等

具体的な基準等に関する告示

定款・寄附行為

資料４



内部規則の見直しに向けて

①内部規則を体系的に整理し、内部規則相互の整合性、上下関係・優先関係を明らかにすることが必要。

②「規則」や「規程」等、より上位に位置付けられている内部規則を制定・改正することで、効果的・効率的な内部規
則の見直しが期待される。

「規則」

「規程」

「細則」

「定款」「寄附行為」
「法人規則」等

例）学則、基本組織規則
教授会通則、学長選考会議通則

例）学部教授会規程、
入学者選抜委員会規程

情報公開規程

例）教授会運営細則、教授会代議員会細則
旅費取扱細則、寄宿舎管理細則

【大学の内部規則の体系（例）】

（上
位
の
規
則
は
下
位
の
規
則
に
優
先
）

（※学校法人、公立大学法人等）

※大学によって
各内部規則の名
称や位置付け等
は多様であり、本
事例はあくまでも
一例である。

（同列の規則相互の整合性を確保）


